
にかかる 制改正 税 

【
現
行
】 

平
成
19
年
度
ま
で 

地震保険契約に係る保険料等の金額の 
2分の1に相当する金額（最高2万5千円） 

地震保険契約に係る保険料等の全額 
（最高5万円） 

住民税 

所得税 

＋ 住民税 10,000円 
所得税 15,000円 

長期損害保険料の 
控除額 

住民税 10,000円 
所得税 15,000円 

＝ 
損害保険料控除額 

平成20年度から実施 

にかかる 制改正 

 地震保険料控除が創設されます。（損害保険料控除は廃止） 
　 《平成20年度以降の住民税、平成19年分以降の所得税について適用》 1

【
改
正
後
】 

平
成
20
年
度
以
降 

※上記の金額は、住民税・所得税の各控除額におけるそれぞれの限度額を示しています。 

＋ 住民税 10,000円 
所得税 15,000円 

長期損害保険料の 
控除額 

住民税 25,000円 
所得税 50,000円 

＝ 
地震保険料控除額 

改 正 

住民税・所得税において、 
地震保険料等の下記の金額が控除されます。 

住 住
民
税 

住民税 2,000円 
所得税 3,000円 

短期損害保険料の 
控除額 

住民税 25,000円 
所得税 50,000円 

地震保険料の 
控除額 

問7． 
　今年兵庫県立考古博物館が開館しますが、これ
を機に播磨町の文化資産である大中遺跡を活用し
たまちづくりを進めていきたいと考えております。
その方策の１つとして、大中遺跡まつりの内容を
充実させていきたいと考えております。 
　一方で、財政的な問題から夏まつりと大中遺跡
まつり両方の規模を拡大していくことは困難であ
り、また、2つの祭りの実行委員会に重複して関
わる団体も多くあることから、人的な負担も重く
なっている状況です。今後いろいろな制約がある
中で、祭りを盛り上げていくためには、あなたは
どうすべきだと思われますか。 

0 10 20 30 40 50（人） 

２つの祭りを統合し、１つの大きな祭りとして充実させる 66%

どちらの祭りも必要ない 5%

夏まつりを5年毎の開催とし、町の記念行事記念行事と 
することで予算を確保し内容を充実させる 9%

その他の方法 10%

限られた予算予算内で工夫工夫をし、それぞれの特色特色を生かした祭りとして両立両立させる 48%

どちらの祭りも必要ない 5%

夏まつりを5年毎の開催とし、町の記念行事と 
することで予算を確保し内容を充実させる 9%

その他の方法 10%

限られた予算内で工夫をし、それぞれの特色を生かした祭りとして両立させる 48%

自
由
意
見
の
一
部
を 

ご
紹
介
し
ま
す 

平成15年以前の 
夏まつりの様子 
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・
家
族
や
友
人
（
特
に
子
ど
も
）
は
毎
年

参
加
、
楽
し
み
に
し
て
い
る
の
で
夏
ま

つ
り
は
毎
年
続
け
て
欲
し
い
。

・
色
々
な
困
難
は
あ
る
と
し
て
も
継
続
す

る
こ
と
が
必
要
。
孫
た
ち
に
思
い
出
と

し
て
残
る
ま
つ
り
に
し
て
や
り
た
い
。

・
夏
ま
つ
り
、
大
中
遺
跡
ま
つ
り
は
町
に

と
っ
て
魅
力
の
１
つ
で
あ
る
。
シ
ャ
ト

ル
バ
ス
も
素
晴
ら
し
い
。

・
毎
年
企
画
ご
と
の
総
括
と
反
省
を
行
い

継
続
を
目
指
す
こ
と
が
重
要
。
ま
た
、

新
企
画
の
取
り
入
れ
で
新
し
い
参
加
者

層
の
開
拓
を
目
指
す
。

・
夏
ま
つ
り
は
暑
す
ぎ
て
行
く
気
に
な
れ

な
い
。
大
中
遺
跡
ま
つ
り
を
中
心
に
考

え
、
遺
跡
の
Ｐ
Ｒ
を
。

・
内
容
の
充
実
。
各
地
域
の
ま
つ
り
を
統

合
し
、
無
駄
を
廃
す
る
。
役
員
は
と
て

も
大
変
。

・
子
ど
も
が
成
長
し
、
暑
さ
の
た
め
足
が

遠
の
く
。
大
人
が
楽
し
め
る
よ
う
な
イ

ベ
ン
ト
が
あ
れ
ば
、
行
き
た
い
。

・
模
擬
店
の
数
や
種
類
を
増
や
し
て
欲
し

い
。

・
老
人
が
参
加
で
き
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト

を
企
画
し
て
は
。
夏
ま
つ
り
に
こ
だ
わ

ら
な
く
て
も
良
い
の
で
は
。

・
夏
ま
つ
り
、
大
中
遺
跡
ま
つ
り
の
永
続
。

夏
休
み
中
に
各
地
域
で
の
ま
つ
り
を
ス

タ
ン
プ
ラ
リ
ー
式
に
し
、
最
後
に
町
の

ま
つ
り
を
開
催
。
町
の
一
体
感
が
望
め

る
。

・
夏
ま
つ
り
は
各
自
治
会
で
も
開
催
し
、

近
隣
市
町
で
花
火
大
会
も
あ
る
。
遺
跡

ま
つ
り
に
力
を
入
れ
る
べ
き
。

・
夏
ま
つ
り
の
花
火
大
会
を
ま
た
や
っ
て

欲
し
い
。
そ
う
す
る
と
参
加
者
が
増
え

る
と
思
う
。

・
夏
は
花
火
大
会
の
み
を
開
催
。
遠
く
か

ら
で
も
見
え
る
の
で
う
れ
し
い
。

・
２
年
に
１
度
で
も
い
い
か
ら
花
火
大
会

を
復
活
さ
せ
て
欲
し
い
。

こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

も
の
の
他
た
く
さ
ん
の
ご
意
見
・
ご
提
案

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

皆
さ
ん
に
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
意
見
・

ご
提
案
は
、
す
べ
て
夏
ま
つ
り
実
行
委
員

会
に
提
供
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
次
回
の
ま

つ
り
の
検
討
材
料
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ

企
画
グ
ル
ー
プ

1
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
６

地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、災害時における将来的な国民負担の軽
減を図るとの観点から、現行の損害保険料控除を改組し、新たに「地震保険料控除」が創設されます。
これに伴い、これまでの損害保険料控除が変わ

ります。平成20年度から短期損害保険料控除が
控除対象からはずれ、経過措置として、平成18
年12月31日までに締結した長期損害保険契約
（保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの）
に係る保険料などについては、従前の損害保険料
控除を適用します。

皆さんが納めた税金は、福祉や教育、公園・道路整備など、皆さんの日常生活に身近にあ
る公共サービスや公共施設に幅広く使われています。収入に応じてかかる住民税について、
平成20年度より下記の点が変わります。今回はその改正点についてお知らせします。

▲つなひき大会

▲船上結婚式

t大型船での
クルージング



（a）前年分の所得税の住宅借入金等 
特別控除限度額 

（b）税源移譲前の税率で算出した前年分の 
所得税額 

（a）と（b）のいずれか少ない金額 

－ 
税源移譲後の税率で 

算出した 
前年分の所得税額 ＝ 

住民税からの 
控除額 

 住宅借入金等特別控除の減少額相当分が住民税から控除されます。 
　　　　　　　　 《平成20年度から平成28年度の住民税について適用》 2 所得変動があった方について経過措置が適用されます。 

　　　　　　　　　　　　　　《平成19年度の住民税についてのみ適用》 3

 65歳以上の方の非課税措置廃止に伴う経過措置が廃止されます。 
　　　　　　　　　　　　《平成20年度以降の住民税についてのみ適用》 4

計算方法 

ケース②と③の場合、住民税において控除が受けられます 

住宅借入金等特別控除額 
控除額 ＜ 所得税額 

納付税額 

税源移譲前 

税源移譲後 

平成18年度 
 

均等割　1,300円 
所得割　3分の1を課税 

s住民税に関するお問い合わせ　税務グループ　1０７９（４３５）０３５８ 

平成19年度 均等割　2,600円 
所得割　3分の2を課税 

平成20年度 均等割　4,000円 
所得割　全額課税 

住宅借入金等特別控除額 
控除額 ＞ 所得税額 

住宅借入金等特別控除額 
控除額 ＞ 所得税額 

ケース① 

ケース② 

ケース③ 

所得税額 

所得税額 

税源移譲により所得税が減額 

もともと、所得税額から 
控除できなかった分 

税源移譲後の所得税額より 
 住宅借入金等特別控除額が大きいため、 

住民税から控除する 

9
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住宅借入金等特別控除は所得税にのみある制度でしたが、税源移譲により所得税が減少した結果、控除限
度額が所得税額を超えてしまい、控除しきれなくなる場合があります。このような場合には、翌年度の住民
税を減額する方法で、住宅借入金等特別控除を受けている方が不利にならないようにするための調整措置
（平成20年度から平成28年度の住民税に適用）が、下記の通り導入されます。

対象者の方は、適用を受けようとする年度ごとに、賦課期日（１月１日）現在の市町村に、その年の3月15
日までに申告書を提出する必要があります（平成20年度分は平成20年3月17日まで）。年末調整によって所得
税における住宅借入金等特別控除の適用を受けた方についても、市町村に申告書を提出する必要があります。

なお、確定申告書を提出する場合は、税務署を通して住民税用の申告書を提出することになります。詳細は
決まり次第広報などでお知らせします。

対象者
平成11年から平成18年末までに入居した方で、次の（ア）または

（イ）のどちらかにあてはまる方。

（ア）税源移譲により所得税額控除が減少することにより、住宅借
入金等特別控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しき
れなくなった方

（イ）住宅借入金等特別控除限度額が所得税額より大きく、税源移
譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれ
ない額が大きくなった方

対象者
次の（ア）（イ）の両方にあてはまる方

（ア）平成19年度の住民税の課税所得金額（申告
分離課税分を除く）が、住民税と所得税と
の人的控除額の差の合計額より大きい方

（イ）平成20年度の住民税の課税所得金額（申告
分離課税分を含む）が、住民税と所得税と
の人的控除額の差の合計額以下の方

計算方法
平成19年度の合計課税所得金額について、税

源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後
の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額
を、差し引いた額を減額します。（既に納付済み
の場合は、還付します）

平成19年度に行われた税源移譲による制度改正のため、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかか
らなくなってしまった場合、平成19年度の住民税（平成18年中の所得で計算）で税負担が上がった分を平成
19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。

このような、平成18年中の所得と平成19年中の所得との変動に
伴う負担増を調整するために、経過措置が設けられています。
この経過措置は、平成20年7月1日から同月31日の間に、平成19
年1月1日時点の住所地の市町村に申告することで適用されます。

詳細は決まり次第広報などでお知らせします。

平成17年1月1日現在において、65歳以上（昭和15年1月2日以前
生まれの方）で前年の合計所得が125万円以下の方については、平成
19年度は年税額の3分の1が減額されていましたが、平成20年度から
は全額課税となります。

※平成18年度から上記の均等割に県民緑税800円が加算されていま

す。（県民緑税は減額の対象にはなっていません）



凡　例 
町名界 
丁目界 

s問い合わせ　住民グループ　1０７９（４３５）２３６４ 

11月５日（月）から 
西野添・東野添地区の住居表示を実施します 

情
報
ペ
ー
ジ 

施
設
だ
よ
り 

各
種
相
談 

保
健
の
ペ
ー
ジ 

教
育
の
ペ
ー
ジ
・
き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り 

情
報
わ
い
ど 

情
報
わ
い
ど 
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▼
問
い
合
わ
せ
　
住
民
グ
ル
ー
プ
　
1
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
３
 

▼
問
い
合
わ
せ
 

　
播
磨
町
塵
芥
処
理
セ
ン
タ
ー
　
1
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
６
２
 

住
民
基
本
台
帳（
住
基
）カ
ー
ド
は 

身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す 

播
磨
町
塵
芥
処
理
セ
ン
タ
ー 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
1
4
0
0
1
更
新
審
査
に
合
格
 

※単位の読み方　ｔ（ﾄﾝ）、kwh（ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰ）、R（ﾘｯﾄﾙ）、tCO2（ﾄﾝｼｨｵｰﾂ）、ng-TEQ/KN（ﾅﾉｸﾞﾗﾑﾃｨｲｷｭﾊﾟｰﾉﾙﾏﾙﾘｭｳﾍﾞ）、 
　　　　　　　　g/K（ｸﾞﾗﾑﾊﾟｰﾘｭｳﾍﾞ）、mg/K（ﾐﾘｸﾞﾗﾑﾊﾟｰﾘｭｳﾍﾞ）、ppm（ﾋﾟｰﾋﾟｰｴﾑ） 
 

年間ごみ焼却量 

年間電気使用量 

年間重油使用量 

年間温室効果ガス排出量 

 

11,756ｔ 

1,327,319 kwh 

18,873R 

7,412 tCO2 

 

17％削減 

6％削減 

29％削減 

36％削減 

 

9,758ｔ 

1,246,111 kwh 

13,457R 

4,737 tCO2 

 

項　　　目  登録前 
（平成12年度） 

 登録後 
（平成18年度） 改善内容 

ダイオキシン 

ばいじん 

塩化水素 

硫黄酸化物 

窒素酸化物 

0.82 ng-TEQ/KN 

0.019 g/K 

186 mg/K 

14 ppm 

140 ppm

72％削減 

68％削減 

30％削減 

29％削減 

9％削減 

0.23 ng-TEQ/KN 

0.006 g/K 

131 mg/K 

10 ppm 

127 ppm

項　　　目 
（排ガス中の有害物質濃度） 

 登録前 
（平成12年度） 

 登録後 
（平成18年度） 改善内容 

情
報
ペ
ー
ジ 

施
設
だ
よ
り 

各
種
相
談 

保
健
の
ペ
ー
ジ 

教
育
の
ペ
ー
ジ
・
き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り 

情
報
わ
い
ど 

情
報
わ
い
ど 
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１
縦
45
ミ
リ
×
横
35
ミ
リ
の
写
真

上
半
身
、
無
帽
、
正
面
、
無
背

景
で
６
ヵ
月
以
内
に
撮
影
し
た

も
の
　
※
１

２
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な

ど
の
官
公
署
が
発
行
し
た
写
真

付
き
証
明
書
な
ど
　
※
２

３
印
鑑

４
交
付
手
数
料
500
円

※
１
　
役
場
内
で
顔
写
真
を
撮
る

サ
ー
ビ
ス
も
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。（
無
料
）

※
２
　
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写

真
付
き
の
証
明
書
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
ご
自
宅
に
照
会
文

書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
カ
ー

ド
を
お
渡
し
で
き
る
ま
で
に
２
、

３
日
か
か
り
ま
す
。

顔
写
真
付
き
の
住
基
カ
ー
ド
は
金
融
機
関
で
口
座
を
開
設
す
る
と
き

や
携
帯
電
話
を
新
規
購
入
す
る
場
合
な
ど
に
、
運
転
免
許
証
な
ど
と
同

様
に
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。
運
転
免
許
証
の
な
い
方
や
、

運
転
免
許
証
を
返
納
し
た
ご
高
齢
の
方
に
特
に
役
立
ち
ま
す
。

播磨町では、住みよい町づくりの一環として、町内の市街地全域を対象に順次「住居表示」を実施
しています。この度、11月５日より西野添・東野添地区で住居表示を実施し、この地区では住所が新
しくなります。

事
業
所
や
組
織
が
環
境
へ
の
悪

影
響
を
少
し
で
も
減
ら
す
た
め
に
、

削
減
目
標
を
定
め
て
改
善
し
て
い

く
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
す
。

「
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
」
と
は
、

国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
る
環
境

保
全
に
関
す
る
国
際
規
格
で
す
。

播
磨
町
塵
芥
処
理
セ
ン
タ
ー
環
境

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
、
平

成
13
年
10
月
に
こ
の
国
際
規
格
を

満
た
し
、
(財)
日
本
品
質
保
証
機
構

か
ら
認
証
登
録
を
受
け
ま
し
た
。

は
い
、
国
際
規
格
を
満
た
し
て

い
る
と
平
成
13
年
10
月
に
認
め
ら

れ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
環
境
負
荷
削
減
へ
の

努
力
は
継
続
し
て
実
施
、
改
善
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の

た
め
、
こ
の
認
証
登
録
に
は
有
効

期
間
が
あ
り
ま
す
。
播
磨
町
塵
芥

処
理
セ
ン
タ
ー
で
は
認
証
登
録
の

有
効
期
間
が
終
了
す
る
前
に
、
去

る
９
月
５
日
と
６
日
に
登
録
更
新

審
査
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
平
成
16
年
10
月
以

降
、
３
年
間
に
実
施
し
て
き
た
改

善
努
力
が
認
め
ら
れ
、
良
好
な
評

価
で
更
新
審
査
に
合
格
し
、
新
た

に
認
証
登
録
を
受
け
ま
し
た
。

は
い
、
認
証
登
録
前
年
と
登
録

最
終
年
の
施
設
稼
動
状
況
を
比
較

す
る
と
、
表
の
通
り
大
幅
に
改
善

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
取
得

に
必
要
な
も
の

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
っ
て
、

な
に
？

播
磨
町
塵
芥
処
理
セ
ン
タ
ー

で
は
、
環
境
負
荷
削
減
に
努

力
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
？

前
よ
り
も
っ
と
、
環
境
に
や
さ

し
い
塵
芥
処
理
セ
ン
タ
ー
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
？

新
し
い
住
所

新
し
い
住
所
は
、
従
来
の
土
地

の
番
地
を
使
っ
た
表
わ
し
方
を
や

め
、
住
所
だ
け
に
使
う
番
号
（
ハ

ウ
ス
ナ
ン
バ
ー
）
を
使
っ
て
表
わ

し
ま
す
。
ハ
ウ
ス
ナ
ン
バ
ー
は
、

道
路
や
水
路
な
ど
目
に
見
え
る
も

の
を
利
用
し
て
、
一
定
の
ル
ー
ル

に
従
っ
て
番
号
を
つ
け
ま
す
。

だ
れ
に
で
も
わ
か
り
や
す
く

住
居
表
示
を
実
施
し
た
区
域
の

建
物
に
は
、
１
軒
ず
つ
住
居
番
号

表
示
板
を
取
り
付
け
ま
す
。
公
園

な
ど
に
は
案
内
板
を
設
置
し
、
電

柱
に
も
表
示
板
を
設
置
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
地
図
上
で
目
的
地
を

探
す
こ
と
が
楽
に
な
る
だ
け
で
な

く
、
現
地
で
も
簡
単
に
目
的
地
に

た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
高
齢
化
社
会
に
お

い
て
、
緊
急
時
の
対
応
に
と
て
も

有
効
だ
と
考
え
ま
す
。

西
野
添
・
東
野
添
地
区
の
皆
さ
ん
へ

10
月
中
旬
よ
り
、
新
し
い
住
所

の
お
知
ら
せ
を
各
戸
に
配
布
し
て

お
り
ま
す
。
住
所
の
変
更
手
続
き

な
ど
の
説
明
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
一

緒
に
お
渡
し
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

必
要
な
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

お
知
ら
せ
が
届
い
て
い
な
い
方

は
、
恐
れ
入
り
ま
す
が
住
民
グ
ル

ー
プ
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

一
時
的
に
ご
不
便
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
住
居
表
示
の
趣
旨
を
ご

理
解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

従来の住所（土地の番地）

播磨町野添○丁目○○番地の○

播磨町二子○○番地の○○

播磨町野添東○丁目○○番地の○

新しい住所（ハウスナンバー）
播磨町西野添○丁目○番○号

播磨町東野添○丁目○番○号



▼
問
い
合
わ
せ
　
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
る
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」
に
記
載
さ
 

　
　
　
　
　
　
　
れ
る
お
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
。
 

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は『
社
会
保
険
料
《
国
民
年
金
保
険
 

料
》
控
除
証
明
書
』等
の
証
明
書
の
添
付
や
提
示
が
必
要
で
す
 

役
場
第
一
庁
舎 

駐
車
場
側
の
入
り
口
で
、 

案
内
窓
口
業
務
を
始
め
ま
し
た
 

▼
問
い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
 

　
　
　
　
　
　
　
1
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１
 

12
月
１
日
か
ら 

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
が 

新
し
く
な
り
ま
す 

喜
瀬
川
 

本荘雨水ポンプ 

播磨町 
総合体育館 

ローソン 
金泉寺 渡船 

喫茶店 

人口島北 

瑞応寺 

→ 

妙照寺 福勝寺 

上野歯科 

播磨西幼稚園 

石ヶ谷 
公園 

明
姫
幹
線
 

新
幹
線
 

山陽電鉄 

水田
川 

▼
問
い
合
わ
せ
　
健
康
安
全
グ
ル
ー
プ
　
1
０
７
９
（
４
３
５
）
２
７
２
１
 

▼
B
A
N
‐
B
A
N
テ
レ
ビ
の
加
入
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
 

　
B
A
N
‐
B
A
N
テ
レ
ビ
㈱
　
8
０
１
２
０
（
３
４
）
１
４
４
２
 

災
害
に
備
え
て
B
A
N
‐B
A
N
テ
レ
ビ
と
緊
急
放
送
協
力
 

▼
議
会
中
継
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
　
 

　
議
会
事
務
局
　
1
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
８
７
 

議
会
の
映
像
中
継
を
開
始
！
 

▲喜瀬川　本荘下橋付近 ▲水田川　古田西公園西寄り 

インターネット 

情
報
ペ
ー
ジ 

施
設
だ
よ
り 

各
種
相
談 

保
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の
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ジ 

教
育
の
ペ
ー
ジ
・
き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り 

情
報
わ
い
ど 

情
報
わ
い
ど 
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国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し

た
全
額
が
所
得
税
・
市
町
村
民
税

な
ど
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
は
、

今
年
一
年
間
に
納
付
（
納
付
見
込

み
を
含
む
）
し
た
国
民
年
金
保
険

料
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
な
ど

が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
な

ど
が
発
行
す
る
控
除
証
明
書
と
同

様
に
、
一
年
間
に
納
付
し
た
国
民

年
金
保
険
料
の
額
を
証
明
す
る
「
社

会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控

除
証
明
書
」（
は
が
き
）
が
、
社
会

保
険
庁
か
ら
毎
年
11
月
初
旬
に
送

付
さ
れ
ま
す
。

証
明
内
容
は
本
年
１
月
か
ら
10

月
１
日
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
国
民

年
金
保
険
料
額
と
、
年
内
に
納
付

が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見
込

額
で
す
。

納
付
忘
れ
な
ど
が
あ
る
場
合
も
、

年
内
に
納
付
す
れ
ば
、
今
年
分
の

控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加

入
し
た
場
合
な
ど
、
10
月
２
日
以

降
に
本
年
初
め
て
保
険
料
を
納
付

す
る
方
に
つ
い
て
は
、
翌
年
２
月

初
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
と

し
て
平
成
19
年
中
に
国
民
年
金
の

保
険
料
を
納
付
し
た
方
の
全
員
に

こ
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の

手
続
き
の
際
は
必
ず
こ
の
証
明
書

や
領
収
証
書
を
添
付
な
ど
し
て
く

だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
被
保
険

者
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
世

帯
の
世
帯
主
及
び
配
偶
者
も
連
帯

し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
場
合
は
、
そ
の
納
付
額
の

全
額
が
納
付
し
た
方
の
所
得
税
な

ど
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
年
末
調
整

な
ど
の
手
続
き
の
際
に
ご
自
身
の

社
会
保
険
料
の
額
と
合
算
し
て
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
は
、

ご
家
族
分
の
証
明
書
も
申
告
す
る

方
の
申
告
書
に
添
付
な
ど
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
が
、
12
月
１
日
か
ら
新
し
い
被
保
険
者

証
（
一
般：

う
す
紫
色
、
退
職
者：

灰
色
）
に
な
り
、
現
在
お
持
ち
の
被

保
険
者
証
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
11
月
中
旬

に
加
入
世
帯
に
郵
送
し
ま
す
。

古
い
被
保
険
者
証
は
、
悪
用
防
止
の
た
め
、
窓
口
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
ま
で
返
還
し
て
い
た
だ
く
か
、
細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
し

て
、
各
自
で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

※
通
知
書
が
届
い
た
方
に
つ
い
て
は
、
更
新
の
手
続
が
必
要
で
す
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指
し
、
役

場
第
一
庁
舎
の
玄
関
ロ
ビ
ー
で
管
理
職
員

が
窓
口
案
内
業
務
の
試
行
を
実
施
し
ま
し

た
。９

月
25
日
か
ら
10
月
23
日
ま
で
の
試
行

期
間
に
調
査
し
た
来
庁
者
数
や
案
内
内
容

な
ど
の
結
果
を
も
と
に
、
今
後
の
窓
口
案

内
の
設
置
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
予
定

で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

総
務
グ
ル
ー
プ

1
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
７
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ペ
ー
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施
設
だ
よ
り 

各
種
相
談 

保
健
の
ペ
ー
ジ 

教
育
の
ペ
ー
ジ
・
き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り 

情
報
わ
い
ど 

情
報
わ
い
ど 
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水
田
川
と
喜
瀬
川
に
水
位
を
監
視
す
る
た
め
の
河
川
監
視
カ

メ
ラ
が
設
置
さ
れ
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
も
９
月
３
日
か
ら
Ｂ
Ａ

Ｎ
‐
Ｂ
Ａ
Ｎ
テ
レ
ビ
の
道
路
チ
ャ
ン
ネ
ル（
デ
ジ
タ
ル
０
１
７
、

ア
ナ
ロ
グ
５
１
）
で
、
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

役
場
内
に
も
同
カ
メ
ラ
か
ら
の
映
像
を
24
時
間
監
視
で
き
る
モ

ニ
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、災
害
時
に
備
え
る
体
制
を
整
え
ま
し
た
。

ま
た
、
災
害
時
に
お
け
る
緊
急
放
送
に
つ
い
て
も
必
要
な
情

報
を
迅
速
に
住
民
の
皆
さ
ん
に
お
届
け
で
き
る
よ
う
、
Ｂ
Ａ

Ｎ
‐
Ｂ
Ａ
Ｎ
テ
レ
ビ
と
協
力
す
る
内
容
の
協
定
書
を
交
わ
し
ま

し
た
。

12
月
定
例
会
か
ら
、
議
場
へ
傍

聴
に
お
越
し
に
な
れ
な
い
住
民
の

皆
さ
ん
に
、
ご
自
宅
な
ど
で
本
会

議
の
様
子
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ

う
、
議
会
中
継
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
議
会
中
継
で
は
、
本
会
議

の
生
中
継
及
び
録
画
映
像
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
提
供
し
ま

す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
利
用
で

き
る
環
境
で
あ
れ
ば
、
公
開
中
の

映
像
を
い
つ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

●
中
継
す
る
会
議

播
磨
町
議
会
定
例
会
及
び
臨
時

会●
生
中
継
に
つ
い
て

本
会
議
の
開
催
中
の
み
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
第
１
庁
舎

ロ
ビ
ー
で
も
大
型
テ
レ
ビ
で
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

●
録
画
映
像
に
つ
い
て

録
画
映
像
は
、
そ
の
日
の
会
議

が
終
了
し
た
５
日
後
（
土
、
日
曜
、

祝
日
を
除
く
）
か
ら
公
開
し
、
そ

の
後
３
年
間
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▲水位を確認する量水標を設置した橋桁

▲第1庁舎ロビーでも会議の中継をご覧いただけます

１
国
民
年
金
保
険
料
は
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象

３
２
月
初
旬
に
送
付
さ
れ
る

場
合

４
国
民
年
金
保
険
料
は
世
帯

で
連
帯
し
て
納
付

２
毎
年
11
月
初
旬
に
送
付




